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○小牧市情報教育ＩＣＴ推進委員会設置要綱  

平成１５年７月１日  

１５小教庶第２０３号  

（設置）  

第１条  小牧市教育委員会の所管に属する小学校及び中学校（以下「学

校」という。）の情報教育に係るＩＣＴ施策を推進するため、小牧市情

報教育ＩＣＴ推進委員会（以下「推進委員会」という。）を置く。  

（所掌事項）  

第２条  推進委員会の所掌事項は、次のとおりとする。  

(1) 学校におけるＩＣＴの推進及び整備に関すること。  

(2) 学校の情報教育に係るＩＴ導入整備計画及びその他関連する上位計

画との調整に関すること。  

(3) その他学校の情報教育に係るＩＣＴの推進に関すること。  

（組織）  

第３条  推進委員会は、１０人以内の委員をもって組織する。  

２  推進委員会の委員は、知識経験者及びＩＣＴ教育に知見を有する教職

員の中から小牧市教育委員会が委嘱し、又は任命する。  

３  推進委員会に委員長及び副委員長１人を置く。  

４  委員長及び副委員長は、委員の互選をもって定める。  

５  委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。  

６  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の

職務を代理する。  

７  委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する

年度の末日までとする。  

（会議）  

第４条  推進委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。  

２  推進委員会は、委員長が必要と認めるときは、議事に関係のある者を

出席させ、意見を聴取することができる。  

３  委員長は、必要に応じ会議事項等を小牧市ＩＴ活用研究委員会及び小
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牧市コンピュータ整備検討委員会に報告し、意見を聴取することができ

る。  

（庶務）  

第５条  推進委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。  

（委任）  

第６条  この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に必要な事項

は、委員長が定める。  

附  則  

この要綱は、平成１５年７月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。  

附  則  

１  この要綱は、平成２１年６月３０日から施行する。  

２  この要綱の施行の際現に小牧市情報教育ＩＴ推進委員会の委員に任命

されている者の任期については、改正後の小牧市情報教育ＩＴ推進委員

会設置要綱第３条第７項の規定にかかわらず、平成２２年３月３１日ま

でとする。  

附  則  

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成３０年４月２６日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和４年４月１８日から施行する。  

 

 


